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７ その他 

 

（３）上越教育大学出版会運営委員会 

① 設置の趣旨（目的）及び組織 

ア 組織設置の趣旨（目的） 

国立大学法人上越教育大学出版会は、大学テキスト、学術関連図書及び教育関連教養図書等の出版を

通して、本学の研究成果の公開を促進することで、我が国の学術、教育及び文化の振興及び発展に寄与

することを目的として設置されている。 

イ 組織の構成及び構成員等 

会長は学長であり、学長が指名する副学長が運営責任者である。学長の諮問に応じ出版会の運営に関

する重要事項を審議するため、国立大学法人上越教育大学出版会運営会議（以下、｢運営会議｣という。）

が置かれており、運営責任者、学長が指名した副学長１人、附属図書館長、事務局長等により構成され

ている。 

また、運営会議には出版会による出版物の企画その他必要な事項を審議するため、国立大学法人上越

教育大学出版会出版企画委員会（以下、｢出版企画委員会｣という。）が置かれており、運営責任者、附

属図書館長、学系長等により構成されている。 

② 運営・活動の状況 

ア 委員会等の開催状況 

ⅰ） 運営会議 

令和６年度は、令和７年１月 20 日（月）の１回開催した。 

ⅱ） 出版企画委員会 

令和６年度は、令和６年５月 28 日（火）～６月 14 日（金）（書面審議）、令和７年１月 17 日

（金）の２回開催した。 

イ 審議された主な事項 

ⅰ） 運営会議 

・ 来年度以降の刊行予定  

・ 出版会出版要項の一部改正 

・ 応募原稿の著作物評価について 

ⅱ） 出版企画委員会 

・ 来年度以降の刊行予定  

・ 出版会出版要項の一部改正 

・ 応募原稿の出版企画申請について 

・ 販売委託期間の延長 

ウ 重点的に取り組んだ課題や改善事項及び前年度の検討課題への取組状況等 

ⅰ） 応募原稿により「A Co-creative Transformation Model: Transformative Power of a 

  Collaborative Teacher Development Programme in Japanese High School English 

    Education」を刊行した。 

③ 優れた点及び今後の検討課題等 

応募原稿の刊行により、本学の研究成果の公開を促進できた。令和７年度以降も引き続き応募原稿の刊

行を行う。 
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また、出版会出版要項の一部改正を行い、出版から年数が経過して売上が減少し続けている書籍につい

て、販売委託期間終了後の無償配付等の取扱について定めた。 


